
付紙様式第 2 

事 業 評 価 書 

補 助 事 業 名 交通施設：市道第 202 号線歩道改修 

補 助 事 業 者 名 羽村市 

実 施 場 所 羽村市神明台 2 丁目地内 

補助事業の成果の目標 

「東京都福祉のまちづくり条例」に基づき、市道第 202 号線の歩

道を改修し、高齢者、障害者等歩行者のだれもが自由に移動でき、

快適に利用できる歩行空間の環境整備を図る。 

補 助 事 業 の 内 容 

【施工概要】 

・施工延長：226.7ｍ ・防護柵設置工（羽村市型）：Ｌ=252ｍ 

・歩道舗装工（10 型）：796.5 ㎡ ・特殊ブロック舗装：A＝24 ㎡ 

・伐採・伐根工：N=31 本 

補 助 事 業 の 

始 期 及 び 終 期 
令和元年度 

事業費及び交付金額 

 平成30年度 

以 前 
令和元年度 

令和 2年度 

以 降 
計 

事業費 
円 

－ 

円 

31,069,170 

円 

－ 

円 

31,069,170 

交付金額 
円 

－ 

円 

27,000,000 

円 

－ 

円 

27,000,000 

補助事業の成果及び 

評価並びに地域住民 

への周知の実施状況 

【補助事業の成果及び評価】 

 改修後、町内会長、周辺住民へのアンケート調査を実施したとこ

ろ、「通りやすくなった」、「安全な道路になった」、「今後も他の路線

で改修が必要」との結果を得た。 

以上のことから、交通安全など歩道の通行について安全の確保が

図られていると評価できる。 

 

【地域住民への周知の実施状況】 

・防護柵の支柱(起終点に 2 箇所ずつ)に、交付金を活用した旨の表

示シールを設置 

・広報羽村及び市公式サイトへ掲載 

事業の改善措置及び 

今 後 の 対 応 
無 

事業の評価に際しての

第三者機関の活用の有

無 

無 

 


